（ARIB標準規格による）・（デジタルケーブル放送規格による）

セ　ン　タ　ー　必　須　判　定　申　立　書　(注１）
　　　平成　　年　　月　　日
日本知的財産仲裁センター　御中

申立人　(注２）
　住所(居所）

　氏名(名称）

　　　　　　(代表者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

連絡担当者　住　所　　：

　　　　　　部　署　　：
　　　　　　氏　名　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　(注１⑥）
　　　　　　電　話　　：

　　　　　　ファックス：

　　　　　　e-メール　：

申立人代理人　(注３）
　住所(居所）
　氏名（弁理士/弁護士）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　電　話　　：

　ファックス：

　e-メール　：

１．本件申立ての対象である特許（以下、「本件特許」という。）及び請求項：

　　
（1）本件特許の概要：
　　発明の名称：

　　特許番号　：　第○○○○○○○号　　登録日：　平成　　年　　月　　日
　　出願番号　：　　　　　　　　　　　　出願日：　平成　　年　　月　　日
　　原出願番号：　　　　　　　　　　　  原出願日：平成　　年　　月　  日　(注４）　
 　 公開番号　：　　　　　　　　　　　　公開日：

　　優先権番号：　　　　　　　　　　　　優先日：

　　優先権国名：

（２）　請求項：　請求項１【及び請求項２】
　　　　　　　　本件特許の請求項１【及び請求項２】は、本件必須判定申立書に添付の
　　　　　　　　特許公報に記載のとおりである。
２．本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（以下「本件規格対象部分」と

　いう。）： （注５）
　　本件規格対象部分Ａ：
　　　　ARIB STD-B24 「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式」

　　　　（平成○○年○○月○○日改定　○○版）のうち、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　のように具体的に記載する。以下同じ。
　　【本件規格対象部分Ｂ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

　　関連規格部分（ア）： (注６)
　　【関連規格部分（イ）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
３．申立ての趣旨： (注７）
（１）　申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項１に係る発明は、本件
　　　規格対象部分Ａ及びＢの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。
（２）　申立人が提出する資料の範囲において、本件特許の請求項２に係る発明は、本件
　　　規格対象部分Ａ及びＢの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。

４．申立ての理由：(注８）
　　　　　請求項１及び請求項２は、別紙対比表の該当欄にそれぞれ記載したとおりの構
　　　　　成要件に分説することができる。
　　　　　前記請求項１及び請求項２の各構成要件に対応する本件規格対象部分は、別紙
　　　　　対比表の該当欄にそれぞれ記載したとおりである。

　　　　　本件各規格対象部分が前記請求項１及び請求項２のそれらに対応する各構成要件に該当するとする理由は、別紙対比表の該当欄にそれぞれ記載したとおりである。
　　　　　以下、次頁の対比表へ続く。

＜対比表＞
	請求項１　
	要件a：
　請求項１を、要件a、要件b・・のように分けて、各要件ごとにその該当部分
　を順次引用記載する。（要件ごとに頁を改める。また、請求項ごとに頁を改める。）

	規格対象部分
	本件規格対象部分Ａ：
　＜要件a＞に対応する本件規格対象部分を引用記載する。例えば、「本件規
　格対象部分Ａ」のように、「符号」で特定し、該当規格内容を、規格書の記
　載どおりに引用する。


	規格対象部分

が要件に該当する理由

	　ここでは、＜規格対象部分の要件該当性＞の理由を説明する。
　すなわち、＜本件規格対象部分Ａ＞が＜要件a＞に該当するとする理由を具体
　的に説明する。


5．必須性の理由のまとめ：（注９）
6．添付資料：
  （１）添付資料説明書 (注10,15)　　　　　　　　　　　　　  正本１通、写し２通
　（２）特許公報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    正本１通、写し２通
　（３）特許登録原簿謄本                                    正本１通、写し２通
　（４）包袋一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  写し３通

　（５）規格書 (注11)                                                 写し３通
　（６）申立人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 (注12)　　 正本1通
　（７）代理人を選任したときは、代理権を証する書面(委任状）（注13)     正本１通
　（８）許諾団体が指定する書式による「宣誓及び同意書」　　　　　　　  正本１通
（注１）

①必須判定申立書の表題には、申立てに係る必須判定が、センターが取り扱う必須判定の
　うちの＜ARIB標準規格による＞ものであるのか、または、＜デジタルケーブル放送規格
　による＞ものであるのかを、例示のように括弧書きして、特定する。
②　本書式における太字部分は不動文字である。Ａ，Ｂ【　　】は、事案により書き分ける場合を示している。記載方法の説明を＊に続けて記載した箇所もある。

③　必須判定申立書は、紙媒体の正本１通及び写し２通を提出するほか、電子媒体でも提　

　出すること。電子媒体の提出はe-メールまたはＣＤ－ＲＯＭ（3部）による。同一ＣＤ
　－ＲＯＭに必須判定申立書と添付資料（包袋一式）を含めて提出してもよい。

④　必須判定申立書の添付資料については原則として紙媒体のみの提出で足りる。

⑤　「写し」とは、正本（捺印が必要な正本の場合は捺印済みの正本）のコピーであり、　　

　　捺印不要。写しの部数は原則として判定人の数とする。但し、包袋一式及び規格につ
いては、正本不要であり、写し3部を提出する。

⑥　提出書面への捺印については、　必須判定申立書、その他の提出書面の正本1通及び
　　副本2通のそれぞれに、次のいずれかにより、押捺する。
　　・代理人によって申立手続をする場合は、代理人の印鑑。
　　・申立人（法人）が直接申立手続をする場合は、代表者の印鑑。
　　　
　　但し、二件目以降の申立てにあっては、連絡担当者が置かれている場合には、連絡担
　当者の印鑑による押捺でよい。
(注２)

【代表者】　

①申立人が法人の場合であって代理人がいない場合には、添付書類として提出する法人資
　格証明書において代表者として登録されている者を申立人の代表者として記載し、代表
　者印を押捺すること。但し、代理人がいるときは申立人代表者の捺印は不要である。

②申立人が法人の場合、別表２の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書も①
　と同じ代表者名で作成し代表者印を押捺する。

【連絡担当者】

申立人代表者と実際の担当者が異なる場合には、必ず連絡担当者の連絡先を記載すること。申立書受理後の方式又は内容の補正は連絡担当者名によって行ない、再度の代表者印の押捺は不要である。

【２件目以降の必須判定申立ての場合の押捺の省略及び資料の援用】

　同一法人による２件目以降の必須判定申立ての場合は代表者等に変更がない限り、申立書における代表者印の押捺を省略（但し、連絡担当者印の押捺は必要）し、また、申立書添付必要書類としての、資格証明書、委任状、宣誓及び同意書は、１件目において提出した書面のコピーを提出することをもって、援用することができる。

（注３）代理人がいる場合にのみ記載する。連絡場所を記載する。
（注４）【新規】
　分割出願に係るものについては、＜原出願番号＞及び＜原出願年月日＞を必ず記載する。

なお、複数回の分割出願に係る場合には、最後の分割出願に係る親出願の＜出願番号＞と、
当該分割出願が遡及する最先の出願の＜出願年月日＞を記載する。分割出願でない場合に
は、この項目の記載（項目表示を含む）は不要である。

（注５）

①必須判定申立てをする対象技術標準規格としては、標準規格番号/標準規格の名称/策定
　［改定］年月日／版数を記載する。策定［改定］年月日／版数は、申立時における最新
　のものを記載する。
【新規】申立て後、手続き中に「規格改定」が行われた場合、該当規格対象部分に変
更（削除を含む）がないときは、特に手続きをする必要はない。但し、改定によって、申立人が、必須判定の結果に影響が生じるであろうと考えるときは、申立人側において、改定にともなう該当規格対象部分の修正をすることができる。センター及び必須判定人においては、申立て時以降における対象標準規格の改定の有無についての方式審査はしない。申立人からの申し出がないかぎり、申立書において特定された規格対象部分に基づいて、必須判定をおこなう。

②当該標準規格のうち本件特許が必須であるとの判定を求める「本件規格対象部分」の特
　定の仕方とその表示の仕方としては、まずは、対象特許の対象請求項を、構成要件に分
　説し、各構成要件に対応する「規格対象部分」を、対応する限度で最も小さい階層項目
　まで特定して、規格対象部分A,B,C,・・・とする。
　　つぎに、規格対象部分の表示の仕方としては、「対象技術標準規格の規格番号、規格名
　称、改定年月日、版数」を記載し、続けて「章とその表題、上記特定した最小階層項目
　の数字と項目名」を記載する。なお、第○章の上位が、「第○編」、「第○部」として編成
　しているものがあり、また、規格書そのものが「第○分冊」として分かれているものが
　ある。この場合には、第○分冊、第○編、第○部であることを特定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 [例　示]

 　 本件規格対象部分Ａ：
　　対象技術標準規格　ARIB STD-B24 「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と
　　伝送方式」　第一分冊（平成21年12月16日改定　5.4版）　第一編、第１部、
　　第６章　受信機　のうち、　6.3　デコード処理と表示　

③【新規】＜デジタルケーブル放送規格による必須判定申立て＞において、規格対象部分
　が、「デジタルケーブル放送プールに関する対象技術標準規格」として指定された規格の
　うちの＜その他のARIB規格（上記JCTEA規格ならびにJCL運用仕様で、ARIB規格準拠も
　しくはARIB規格に従うと明記されている規格部分＞に該当する場合には、その該当する
　ARIB規格準拠部分を、本件規格対象部分として、前記②の例示のように記載したうえで、
　＜準拠の根拠規定＞を、以下のように特定する。
　【準拠の根拠規定】
　JCTEA標準規格・JCL運用仕様の規格番号、規格名称、版数および策定・改定年月日

　並びに＜準拠＞の旨を規定している該当規格部分を特定して、記載する。

④　申立書第2項に記載する本件規格対象部分は、申立書第4項の対比表中、「規格対象部
分」の欄において用いる全ての規格対象部分を記載し、両者を一致させる。

⑤【新規】申立書の「２．本件規格対象部分」及び「３．申立ての趣旨」に記載された
　＜本件規格対象部分＞中に、必須判定のために＜不要な本件規格対象部分が記載され
　ている＞と必須判定人が判断したときは、必須判定人は、当該不要規格対象部分につい
　ての判断を示さないで、必須判定をすることができるものとする。

　　 

（注６）【新規】

①　ARIB標準規格においては、その規格書の最初の部分に、「第１章　一般事項」として、
　―1.1目的、1.2適用範囲、1.3 引用文書、1.4 用語 ―などの事項について解説してい

　る場合がある。これらの事項は、＜機能・効用に係る技術事項を規定する規格部分＞　と
　して規定されているものではなく、規格書に規定されている＜技術規格事項の適用・解
　釈のための参考事項＞として規定されているものである。殊に、「用語（定義）」の部分
　は、＜規格として規定された技術事項に用いられている用語の意味＞を規定したもので
　あって、その用語（定義）自体が、＜機能・効用に係る技術事項を規定する規格部分＞
　として規定されたものではない。
　　したがって、必須判定申立書において、これらの部分を引用するときは、「本件規格対
　象部分」として引用するのではなく、「本件規格対象部分」中に用いられている或る＜用
　語＞につき、それが有する＜意味＞を裏付けるための「関連規格部分」として、別項目
　を設けて引用するべきものとする。
　なお、複数引用するときは、「関連規格部分（ア）、（イ）、（ウ）・・・」のように、連
続符号をつける。
②「必須特許判定ガイドライン｣「４．判定基準の具体項目、（２）必須判定基準の具体例」
　「（i）特許の請求項の一部に、規格書に直接的に記載されていない事項が含まれている場
　合」によれば、例えば、受信機又は受信方法にかかわる特許の請求項の一部に受信機規
　格中には直接記載がない事項が含まれていても、（例1）～（例３）のように、伝送方式
　規格中の特定箇所の規定から請求項に該当する事項が受信機規格として実質的に記載さ
　れているといえる場合には、必須性が認められる。
　　申立人がこのような関係に基づいて受信機又は受信方法の特許の必須性を主張する場合は、かかる伝送方式規格中の該当規格部分は、その実施のために受信機又は受信方式にかかわる特許発明が必須であるという関係にはないので、必須判定申立書において、「本件規格対象部分」としてではなく、「関連規格部分」として、別項目を設けて、引用するべきものとする。
　なお、複数引用するときは、「関連規格部分（ア）、（イ）、（ウ）・・・」のように連続
符号をつける。
 (注７）
①申立ての趣旨は、一の請求項につき複数の異なる本件規格対象部分について、または複
　数の請求項につき同一又は複数の異なる本件規格対象部分について、それぞれ必須判定
　を求める場合には、次のとおり項を分けて記載する。
　
（１）「申立人が提出する資料の範囲において，本件特許の請求項１に係る発明は，本件規

　　格対象部分Ａの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

（２）「申立人が提出する資料の範囲において，本件特許の請求項２に係る発明は，本件規

　　格対象部分Ｂの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

（注８）【新規】
①（請求項）請求項を構成要件ごとに分説する。
　（規格対象部分）請求項の構成要件ごとに、それに対応する本件規格対象部分を記載す
る。すなわち、「本件規格対象部分Ａ」のように「符号」で特定し、該当規格内容を、
規格書の記載どおりに引用する。
（規格対象部分が要件に該当する理由）請求項の構成要件と本件規格対象部分との対応
関係に関する申立人の主張を、具体的に説明する。
②対比表の作成は、＜A4用紙を縦長手方向に用いて横書き＞又は＜A４用紙を横長手方向
　に用いて横書き＞のいずれでもよい。但し、いずれの場合においても、＜請求項の各構
　成要件＞ごとに頁を改めて、同一頁に、＜複数の構成要件についての対比＞を記載しな
　いこと。

（注９）【新規】
　＜４．申立ての理由＞の対比表中の「規格対象部分が要件に該当する理由」欄に記載した＜各本件規格対象部分が対象請求項の各構成要件に該当すること＞、すなわち＜必須性の理由＞の＜まとめ＞を記載する。
 (注10）　
①添付資料説明書には，資料番号，資料名，作成年月日，作成者，立証趣旨等を記載する（記載例として注14参照）。

②資料番号は「資料１」，「資料２」のように表示する。

③添付する資料（出願書類を含む特許庁に提出した書類，特許庁からの受領した書類，特
　許公報，関連する先行文献等）の引用箇所は赤枠で囲む等によって明示すること。

④包袋一式は紙媒体にかえてCD-ROM（３部）による提出でもよい。包袋に含まれない引用
　文献の提出は原則として不要。

（注11)
　　規格書写しは、添付資料として個別に提出し、申立書本文中に組み込まないこと。

　規格書写しの作成は、該当規格書の＜表紙＞、＜目次＞、＜規格該当頁＞の写しを作成

　する。規格該当頁の写しには、引用該当箇所（該当する本件規格対象部分）を赤枠で囲

　み、且つ「本件規格対象部分Ａ］のように「符号」を表記する。

（注12）　申立人が法人の場合は商業登記簿謄本を提出する。

 (注13）
　　例．代理人が２人の場合：　１枚の委任状に２人の代理人を記載しているときは１通と

　なり，代理人ごとに個別の委任状があるときは各１通（計２通）となる。　
（注14）
　　申立書を訂正する場合、提出書（カバーレター）には、訂正申立書を現実に提出する
　日を記載し、訂正後の申立書の日付としては元の申立書と同一日付を記載する。

（注15）添付資料説明書の記載例

　　　　　　　　　　　　　添付資料説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

日本知的財産仲裁センター御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申立人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申立人代理人(弁護士)(弁理士）****】
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	　年　月　日
	特許庁
	必須判定を求める本件特許が、申立人名義において、日本国において登録されている事実。（＊その他、譲渡、専用実施権設定などの登録事実の立証）

	資料３
	包袋一式
	　年　月　日

	特許庁
	資料１の立証趣旨等と同旨

	資料４
	規格書抜粋（＊本件規格対象部分に該当する項目を規格番号タイトルから具体的に記載する）
＊本件規格対象部分が複数あるときは資料番号を分けて提出すること。
	策定[改定]
年月日／版数
	（例：ＡＲＩＢ規格については「社団法人電波産業会」）
	本件規格対象部分Ａの規格内容。

	資料５
	法人資格証明書（商業登記簿謄本など）
	年　月　日
	（例：日本の商業登記簿謄本の場合は、「～法務局登記官」）
	申立人が適法に設立された法人であること、及び申立書記載の代表者が申立人の適法な代表権を有する事実。（＊または、「～代表権を有し、委任状の作成権限を有する事実」）

	資料６
	委任状
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人代理人らに、本件申立てに関し、申立人から代理権が付与されている事実

	資料７
	宣誓書及び同意書
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人が申立書を提出するに際し、日本知的財産仲裁センター必須判定手続規則別表２において指定された内容について、宣誓のうえ、同意した事実。
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